
  

 

令和８年度組織改正・人事異動 
～松戸の未来を、共に創る～ 

 
令和８年度「暮らし応援×未来投資予算」に基づき、新年度の政策・施策を着実かつ強力

に推進するため、実行力のある組織体制の整備及び職員配置の重点化・適正化を行います。 
 
●組織数 

 令和７年度 令和８年度 増減 

部     １９     ２０ １増（１増０減） 

課 １２３ １２５ ２増（３増１減） 

担当室 ３４ ３１ ３減（２増５減） 

※組織改正の詳細については、別紙のとおり 
 

●令和８年４月１日付け人事異動 
（１）人事異動者総数 

   ➢ ４９３人（前年度 ４８３人） 

（２）人事異動対象者数 

   ➢ ２，３３１人（前年度 ２，３０７人） 

（３）人事異動率 

   ➢ ２１．１％（前年度 ２０．９％） 

（４）令和７年度退職者数 

   ➢ ８１人（前年度 １１０人） 

（５）令和８年４月１日付 採用者数 

   ➢ ７９人（前年度 ７６人） 

（６）課長相当職以上の職員の女性割合 

   ➢ ２１．６％（前年度 ２１．４％） 

※ 消防職、技能労務職、市立高校教諭、教員籍、病院医療職、再任用を除く 

  （６）課長相当職以上の職員の女性割合については、教員籍を含む 

松 戸 市 報 道 資 料 

令和８年３月２６日 

【本件に関する問い合わせ先】 
〒２７１－８５８８ 千葉県松戸市根本３８７－５ 

（組織定数）松戸市総務部行政経営課 ☎０４７－３６６－７３１１ 

ＦＡＸ０４７－３６４－６９１９ ✉ mcgyousei@city.matsudo.chiba.jp 
（人事異動）松戸市総務部人事課   ☎０４７－３６６－７３０６ 

ＦＡＸ０４７－３６６－５６７４ ✉ mcjinji@city.matsudo.chiba.jp 
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市長部局 
          

         ●更なるＤＸを推進するための体制整備 

Ｒ７ Ｒ８ 変更内容 理 由 

デジタル戦略課 ＤＸ推進課 名称変更 
デジタル技術を活用し、市民の利便性向上や行政運営の効率化を力強く進めていく部署であるこ

とを明確化 

 

          ●市の魅力発信にかかる体制強化    ●多様な主体との連携を更に推進するための体制整備 

Ｒ７ Ｒ８ 変更内容 理 由 

広報広聴課 

シティプロモーション担当室 
まつどの魅力発信課 

廃止・新設 

（課に変更） 
市の魅力を多くの人に知ってもらい、更なるイメージアップを図るための体制強化 

政策推進課 

ＳＤＧｓ推進担当室 

政策推進課 

 未来共創担当室 
名称変更 

多様な主体との連携により、それぞれの強みを生かして新たな松戸の魅力と活力を共に作り上げ

ていく部署であることを明確化 

公共施設再編課  廃止 将来を見据え総合的・計画的に公有財産の管理を行うため、財務部 財産活用課に統合 

  

                 ●公有財産の統括管理を行うための体制整備    ●歳入確保に向けた体制整備 

Ｒ７ Ｒ８ 変更内容 理 由 

財産活用課 公共施設マネジメント課 名称変更 公有財産の統括管理を行う部署であることを示す名称に変更 

 
公共施設マネジメント課 

 管財担当室 
新設 現庁舎及び仮庁舎の管理、共用物品や車両の管理等を包括的に行うため 

税制課 

 市税分析担当室 
 廃止 財政課にて歳入確保のための戦略的改革を行い、持続可能な財政運営を目指すため 

 
          ●文化にかかる政策を市長部局で推進するための体制整備   ●観光戦略を効果的に行うための体制強化 

R7 R8 変更内容 理 由 

文化にぎわい創造課 文化芸術創造課 名称変更 多様な文化・芸術に関する施策を進める部署であることを示す名称に変更 

 文化芸術創造課 

 文化施設担当室 
新設 文化施設に関する業務を生涯学習部から移管し、施設の管理運営を行うため 

文化にぎわい創造課 

観光推進室 
観光推進課 

廃止・新設 

（課に変更） 観光戦略を効果的かつ確実に行うための体制強化 

総務部 

総合政策部 

財務部 

文化スポーツ部    
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Ｒ７ Ｒ８ 変更内容 理 由 

公園緑地課 

 みどりの愛護のつどい担当室 
 廃止 事業終了のため 

 

教育委員会  

               
             ●教育課題に対応するための体制整備として、部を新設 

Ｒ８ 変更内容 理 由 

みらい教育創造部 新設 複雑・多様化していく教育課題に対し、包括的な視点から対応するため 

教育総務課 移管 生涯学習部から移管 

教育政策推進課 移管・名称変更 生涯学習部から移管。教育施策を力強く推進していくことを示す名称に変更 

学校施設課 移管 学校教育部から移管 

 

 

Ｒ７ Ｒ８ 変更内容 理 由 

教育総務課  移管 新設するみらい教育創造部へ移管 

教育政策研究課  移管 新設するみらい教育創造部へ移管 

社会教育課 施設担当室  廃止 文化施設に関する業務を文化スポーツ部に移管するため 

 

           ●特別支援教育に対する体制強化 

Ｒ７ Ｒ８ 変更内容 理 由 

学習指導課 

 特別支援教育担当室 
特別支援教育課 

廃止・新設 

（課に変更） 
特別支援教育へのニーズの高まりや専門性が求められる状況に対応するため 

学校施設課  移管 新設するみらい教育創造部へ移管 

 

街づくり部 

みらい教育創造部 

生涯学習部 

学校教育部 
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